
特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会

(目 的)

第1条 この規定は、特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会の役員の報

酬の支給の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給

しない。ただし、旅費等の実費は支給することができる。

(補則)

第 3条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
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特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会

就 業 規 則
第1章  総  則

的)

条 この就業規則は、特定非営利活動法人日本雲南聯誼協会 (以下「NPO法人」という)の

従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。

2。 この規則に定めのない事項については、労働基準法、その他法令の定めるとこ

ろによる。

(従業員)

第2条 この規則で従業員とは、所定の手続きによりNPO法人に採用された者をいう。

2.従業員を次のように区分する。

①正規従業員     雇用期間を定めずに正規に採用された者

②パートタイム従業員 1週間の所定労働時間が正規従業員より短い者

(規則遵守)

第 3条 NPO法人及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当らなければ

ならない。

第2章  人  事

(採用時の提出書類)

第4条 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければなら

ない。
①履歴書

②住民票記載事項の証明書

③健康診断書

④年金手帳及び雇用保険被保険者証 (前職のある者)

⑤その他NPO法人が指定するもの

2.前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出

なければならない。

(試用期間)

第5条  新たに採用した者については、採用の日から3カ月間を試用期間とする。ただ

し、NPO法人が適当と認めるときは、この期間を短縮し又は設けないことがある。

2.試用期間中に従業員として不適格と認められる者は、解雇することがある。

3。 試用期間は 勤続年数に通算する。

(人事異動)

第6条  NPO法人は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する

業務の変更を命ずることがある。
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2.NPO法人は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社・団体ヘ

出向させることがある。

(労働条件の明示)

第7条  NPO法人は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業
務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及び
この規則を提示 (交付)して労働条件を明示するものとする。

(パートタイム従業員の雇用期間)

第8条 パートタイム従業員の雇用期間は1年以内とし、労働条件通知書に期間を明示す
る。

2,NPO法人は、業務の必要に応じて契約を更新することがある。

(休職)

第9条  私傷病による欠勤が 3か月を超えるとき、その他特別の事情があり、休職させる
ことが適当と認められるときは所定の期間休職とする。

2.前号に基づく休職期間は、私傷病による休職の場合は勤続年数により3か月、6か
月、1年のいずれかとする。その他の体職の場合は、法人が必要と認めた休職期間
とする

3.前号にもとづく休職期間は、勤続年数には加算せず、かつ、休職期間中の賃金につ
いては支給しない。

第 3章  服 務 規 律

(服 務)

第10条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、NPO法
人の指示命令を守り、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

第11条  従業員は、次の事項を守らなければならない。
①勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所をはなれないこと。
②許可なく職務以外の目的でNPO法人の施設、物品等を使用しないこと。

③NPO法人の金品を使用に供し、他より不当に金品を借用し、又は職務に
関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わ
ないこと。

④酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
⑤NPO法人、取引先等の機密を漏らさないこと。
⑥許可なく他の会社・団体等の業務に従事しないこと。
⑦その他NPO法人の内外を問わず、NPO法人の名誉又は信用を傷つける

行為をしないこと。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第12条  相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業
環境を害すると判断される行動等を行ってはならない。
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(遅刻、早退,欠勤等)

第13条 従業員が、遅刻、早退、欠勤又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し

出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由で事前に中し出るこ

とができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。

2.傷病のため欠勤が引き続き7日 以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなけれ

ばならない。

第4章  労働時間、休憩、休 日

(労働時間及び休憩時間 )

第14条 従業員の区分により以下の通りとする。

【正規従業員の労働時間及び休憩時間】

1.正規従業員の労働時間は、1週間については40時間以内、1日 については8時

間以内とする。

2.始業、終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その

他特別の事情がある場合は、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

始 業 終 業 休憩時間

午前 9時 午後 6時 00分 午後 0 00 1時 00分

【パートタイム従業員の労働時間及び休憩時間】

1.パートタイム従業員の労働時間は、原則として1週間については 30時間以内、

1日 については6時間以内とする。

2.パートタイム従業員の勤務日及び就業時間(始業・終業時刻)は、採用の際に本

人事情を勘案して決定し、労働条件通知書に明示する。ただし、業務の都合その他

特別の事情がある場合は、労働条件通知書で定めた始業0終業時刻を変更すること

がある。

3.休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は 1

時間を労働時間の途中に与える。

(休 日)

第15条 正規従業員及びパートタイム従業員の休日は、1週間 (日 曜日から土曜日まで)

において、少なくとも1日 以上とし、各人ごとに定める勤務割表により各 lヵ月が

始まる3日 前までに通知する。

2.業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振

り替えることがある。

(時間外及び休日労働)

第16条 業務の都合により、第 13条の所定労働時間を超え、又は前条の所定休日に労働

させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働、又は法定の

休日における労働については、あらかじめNPO法人は従業員代表と書面による協

定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

2.小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員で時間外労働を短いも
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のとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働時間については、前項後
段の協定において別に定めるものとする。

3.パートタイム従業員については、原則として時間外労働を命ずることはない。た
だし、業務の都合上によりやむを得ない場合は、第 13条に定める所定労働時間を
超えて労働させることがある。

第 5章  休 暇 等

(年次有給体暇)

第17条 各年次ごとに、所定労働日の8割以上出勤した従業員 (週の所定労働日数が 5
日以上又は週の所定労働時間が30時間以上のパートタイム従業員を含む。)に対し
ては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 6ヵ月 1.5年  2.5年 3.5年 4.5年  5。 5年 6.5年

イ寸与日数  10日  11日  12日  14日  16日   18日  20日

ただし、パートタイム従業員で、週所定労働時間が30時間未満であり、週所定労
働日数が4日 以下又は年間所定労働日数が216日 以下の者に対しては、労働日数と
勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

(産前産後の体業等)

第18条  法人は、生理日の就業が著しく困難な女子従業員から請求があつたときは、必
要な期間休暇を与える。

2.6週間(多胎妊娠の場合は 14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請
求があつたときは、休業させる。

3.出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後 6週間を経過した
女性従業員から請求があつたときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせるこ
とができる。

(母性健康管理のための体暇等)

第19条  妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子
保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったと
きは、次の範囲で休暇を与える。
① 産前の場合

妊娠 23週まで ・……………………・4週に1回
妊娠 24週から35週まで 2週に1回
妊娠 36週から出産 まで …“……。1週に1回

② 産後 (1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間

2.妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基
づき勤務時間等について医師等の指示を受けた旨申し出があった場合、次の措置を
講ずることとする。

(1)妊娠中の通勤緩和¨ ・̈ 原則として 1時間以内の時差出勤
(2)勤務中の休憩時間の延長、回数の増加
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(3)勤務時間の短縮等医師の指導事項の遵守

(育児休業等)

第20条  従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、NPO法人に

申し出て育児休業をし、また、3歳に満たない子を養育するため必要があるときは、

NPO法人に申し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる。

2.小学校入学前までの子を養育する従業員が希望する場合は、午後10時から午前

5時までの間(深夜業)、 労働させることはない。

3.前各号のほか、育児休業等に関しては、育児・介護休業法の定めるところによる。

(介護休業等)

第21条  従業員のうち必要がある者は、NPO法人に申し出て介護休業をし、または介

護短時間勤務制度の適用を受けることができる。

2.前各号のほか、介護休業等に関しては、育児・介護休業法の定めるところによる。

(育児時間等)

第22条 NPO法人は、1歳に満たない子を養育する女子従業員から請求があつたときは、

休憩時間のほか、1日 について 2回、1回について 30分の育児時間を与える。

2.生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間体

暇を与える。

(慶弔休暇)

第23条 従業員が、次の事由により休暇を申請した場合、次のとおり慶弔休暇を与える。

① 本人が結婚するとき                   7日
② 妻が出産したとき                    2日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき          7日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母及び兄弟姉妹が死亡したとき  2日

第6章  賃 金

(賃金の構成)

第24条 賃金の構成は、次の通りとする。

① 基準内賃金   a。 基本給

b.能力給

② 基準外賃金  a。 通勤手当

b。 加給 ◆…・ 時間外労働割増賃金

休日労働割増賃金

深夜労働割増賃金  の3種類

(基本給)

第25条 基本給は月給制とし、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮し

て各人ごとに決定する。ただし、パートタイム従業員の基本給は時間給とし、就業

″
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時間に応じて支給する。
2.雇入れ時の基本給は、労働条件通知書で明示する。

(能力給)

第26条 能力給は、本人の能力、経験を勘案し、各人ごとに決定する。
2.雇入れ時の能力給は、労働条件通知書で明示する。

(通勤手当)

第27条 通勤手当は、通勤に要する実費を支給する。

(加 給)

第28条 加給は、時間外、休日、深夜の割増賃金を各人ごとに下記の計算式で計算した額
を支給する。
1.割増賃金は、次の算式により計算する。
① 時間外労働割増賃金 (所定労働時間を超えて労働させた場合。ただし、パート

タイム従業員については、正規従業員の所定労働時間を超えた場合。)

「(基準内賃金)÷ lヵ月平均所定労働時間数×1.25× 時間外労働時間数」

② 休日労働割増賃金 (法定休日に労働させた場合)

「(基準内賃金)÷ lヵ月平均所定労働時間数×1.35× 休日労働時間数」

③ 深夜労働の割増賃金 (午後 10時から午前 5時までの間に労働させた場合)

「(基準内賃金)÷ lヵ月平均所定労働時間数×1.25× 深夜労働時間数」

2.前項の lヵ月平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。
① 時間外労働割増賃金 (所定労働時間を超えて労働させた場合。ただし、パート

タイム従業員については、正規従業員の所定労働時間を超えた場合。)

「(365-年間所定休日数)× 1日 の所定労働時間数÷12」

(年次有給休暇の賃金)

第29条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支
給する。

(欠勤等の扱い)

第30条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当りの賃金額に欠勤、
遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。

(賃金の計算期間及び支払日)

第31条  賃金は、毎月 20日 に締切り、当月25日 に支払う。ただし、支払日が休日に当
るときはその前日に繰り上げて支払う。

2.計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所
定労働日数を基準に日割計算して支払う。

(賃金の支払いと控除)

第32条  賃金は、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から
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(昇 給)

第34条

控除するものとする。
①源泉所得税

②住民税
③雇用保険の保険料の被保険者負担分

④健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分

⑤従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(非常時払い)

第33条  従業員又はその収入によって生計を維持するものが、次のいずれかに該当し、

その費用に充てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときま

での労働に対する賃金を支払う。

①出産、疾病又は災害の場合

②結婚又は死亡の場合

③やむを得ない理由によつて 1週間以上帰郷する場合

昇給は毎年 5月 1日 をもって、基本給について行うものとする。ただし、NP
O法人の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りで

はない。

2.昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

(賞 与)

第35条  夏季及び年末にNPO法人の業績により賞与を支給することがある。

2。 前項の賞与の支給条件、支給期日は、その都度定める。

第7章  定 年、退 職 及び 解 雇

(退職・定年等)

第36条 正規従業員が退職しようとするときは、少なくとも3カ月前までに、退職願を

提出しなければならない。退職願を提出した者は、NPO法人の承認があるまで

は従前の業務に服さなければならない。

業務の引継ぎをなさず、正当な理由がないのに欠勤したままで退職した場合等は、

欠勤控除その他のペナルティーを課す場合がある。

2.正規従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の属する月の

末日を持って退職とする。

ただし、NPO法人が必要と認めた者については定年後再雇用することがある。

(解雇)

第37条  NPO法人は、次の各号に掲げる場合には、従業員を解雇することができる。

1.勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき

2.NPO法人内外での刑法犯に該当する行為があつたとき、又、素行不良で、社

会員としてふさわしくないと認められたとき。

3.精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき

4.事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員が必
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要となったとき
5。 その他前号各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

(解雇の予告)

第38条  前条により解雇する場合は、第5条で定める14日 間の試用期間を除き、30
日前に本人に予告し、又は労働基準法に規定する平均賃金の30日 分に相当する予
告手当を支給して行う。この場合において、予告の日数は平均賃金を支払った日数だ
け短縮することができる。

(解雇の制限)

第39条  従業員が、業務上の疾病により療養のため休業する期間及びその後30日 間並
びに産前0産後の女子が休業する期間及びその後30日 間は解雇しない。ただし、
業務上の疾病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らないで打
ち切り補償を支払った場合 (法律上打ち切り補償を支払ったとみなされる場合を
含む)はこの限りではない。

第8章  安 全 衛 生 及び 災 害 補 償

(遵守義務)

第40条  NPO法人は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成の
ため必要な措置を講ずる。

2.従業員は、安全衛生に関する法令及びNPO法人の指示を守り、NPO法人と
協力して労働災害の防止に努めるとともに、特に安全、防災に関し、次の事項を
守らなければならない。
①消火栓、消火器等の機器並びに資材の設置場所及びその取扱方法を熟知し

ておくこと

②ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い、特に慎
重に行うこと

③通路、階段、非常口及び消火設備のある場所に物品等を置かないこと
④前各号のほか、安全、防災に関する管理者の指示に従うこと

(非常災害時の措置)

第41条  従業員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見した
ときは、直ちに所属長に通報し、臨機の措置をたらなければならない。

2.従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を
最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等、適切な措置を講じなければ
ならない。

(衛生に関する心得 )

第42条  従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、
会社の行う健康に関する施策に協力し、かつ指示を励行しなければならない。

(安全衛生教育)
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第43条  従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、そ

の従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

(就業禁止等)

第44条  他人に伝染する恐れのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を

及ぼす恐れのある者、その他医師が就業が不適当と認めた者は、就業させない。

2.従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染する恐れのある疾病にかかり、

又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなけ

ればならない。

(災害補償)

第45条  従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病に力功 りヽ、又は死亡した場

合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行

つ。

第9章  教 育 訓 練

(教育訓練)

第46条  法人は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るた

め、必要な教育訓練を行う。

2.前項の教育の実施方法などについては、その都度定める。

3.従業員は、法人が行う教育訓練には

第 10章  表 彰 及び 懲 戒

(表彰)

第47条  法人は、従業員が次の各号の一に該当する場合は、表彰を行う。

① 10年以上無事故で継続勤務したとき

② 業務上有益な創意工夫、改善を行い、法人の運営に貢献したとき

③ 永年にわたつて誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき

④ 事故、災害等を未然に防ぎ、又は、以上に際し適切に対応し、被害を

最小限にとどめるなど特に高楼があったとき

⑤ 社会的功績があり、法人及び従業員の名誉となったとき

⑥ 前各号に準ずる程度に善行又は功労があると認められたとき

2.表彰は、賞状と供に賞品又は賞金を授与してこれを行う。

(懲戒の種類)

第48条  懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。

①けん責  始末書を提出させて将来を戒める。

②減給  始末書を提出させて減給する。ただし、減給1回の額が平均

賃金の1日 分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金

支払期間における賃金の1割を超えることはない。

③ 出勤停止 始末書を提出させるほか、原則として7日 間を限度として出

9



勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇  即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第49条  従業員が、次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出
勤停止とする。
①正当な理由なく無断欠勤5日 以上に及ぶとき
②正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退など勤務を怠ったとき
③過失によりNPO法人に損害を与えたとき
④素行不良でNPO法人内の秩序又は風紀を乱したとき
⑤第10条及び第11条に違反したとき
⑥その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき

2.従業員は、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状によ
り減給又は出勤停止することがある。
① 正当な理由なく、無断欠勤14日 以上に及び、出勤の督促に応じないとき、

しばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても
改めないとき

② NPO法人内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった
とき、又はこれらの行為がNPO法人外で行われた場合であつても、それ
が著しくNPO法人の名誉若しくは信用を傷つけたとき

③故意または重大な過失によりNPO法人に重大な損害を与えたとき
④素行不良で著しくNPO法人内の秩序又は風紀を乱したとき
⑤重大な経歴詐称をしたとき
⑥第10条及び第11条に違反する重大な行為があったとき
⑦その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき

(損害賠償)

第50条  従業員が業務上において、不行き届きにより故意、又は重大な過失によつてN
PO法人に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させることがある。
ただし、これによって、第48条、第 49条の制裁を免れるものではない。

附  則

1。  この規則は、平成 13年 4月 6日 から施行する。
2. この就業規則の改廃は、従業員の代表者の意見を聞いて行う。
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書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会 事 業年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

54 32

(1)収益の源泉別の明細

借入金の明細

0 その他

金    額収 益 源 泉 の 内 訳

1,287,250円
正会員受取会費

1,386,000円
法人会員受取会費

254,000円
贅助会員受取会費

13,908,839円
受取寄附金

2,000,000円
受取助成金

59円
受取利息

17,370円
雑収入

円

円

円

宙
二

円

円

円

18,853,518円
計合

金    額
先入借

円

該当なし
円

円

円

円

円
計△

ロ

し

促進法施行規則第 32条第 1 項各号に対応しています。以下同じです。

,li \< している



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1 資産の譲渡に係る料金及び条件等

資 けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

条  件  等貸 付 資 産 の 内 容

該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む )

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.4.1～

R3.3.31
260,000円 会報印刷

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

での取引 口 役員等との取引]

の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

500,000円

2,000,000円

900,000円

1,250,000円

990,000円

寄附金

助成金

寄附金

寄附金

寄附金

取 引 内 容 等

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

462,800円 トランクルーム賃借費

260,000円 会報印刷費

191,993円 事務消耗品費

87,990円

70,000円

通信費

会報デザイン費

譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等住所又は所在地

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等

該当なし

法人との

関  係

譲 渡

年月日

円

円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等に関する事項 [海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに7
日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

少数民族生活困窮生

徒への教育支援金
1,308,300円lR12.7.28

R2.12.22
少数民族生活困窮生

徒への教育支援金
3,974,000円

11し2.12.22
貧困地域中学へのサ

ッカー場建設支援金
573,088円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 5,855,388円

実  施  日 使 途 金   額

R2.12.22 中国雲南省少数民族生活困窮生徒への教育支援金
3,974,000 Fl

R2.12.22 中国雲南省少数民族貧困地域中学へのサッカー場建設支援金
573,088円

R2.12.22 中国雲南省現地法人 への業務委託費
613,047円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びに 日

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人 4,717,200円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

30,000円

30,000円

21,880円

90,000円

令和 2年 6月 3日

令和 2年 8月 25日

令和 2年 10月 6日

令和 3年 3月 31日

令和 3年 3月 31日

令和 3年 3月 31日

6Q000円

30,000円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



チェック相法人名 特定非営利活動法人日本雲南聯誼協会

′
3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又|ま使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

(②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤

区  分

④ 令和2年 4月 1日 ～令和3年 3月 鎌日 12人 2人 16.6% 4人
“

.3%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等|ム 第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③及麒 ついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を配載してくださしヽ

(例)33. 333・・・%―・  33. 396

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ④ ◎ 申 請 時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

セヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(I iliI{D
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第3表 (り∪D

(注意申り

めて記職する必要はありません.

つて|よ 法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬罰)に記載した事項について、改

○ 二において、「費途が明らかでない支出」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途柵 することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり

「

認定を受けることはできませれ

エ 3

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を「][lナている
はい

く至至E)

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿割煩の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

はい

いいえ
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 日

【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない文出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・⑬ 有・無 有 。無 有・無 有・無 有 。無

ハ

記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の 日③」から輌◎」欄にlよ :封密判定期間の各事
業年度 (又は各年)を記載しま‐

九
第3表付表1曜員の状況」を議 して、「①」、輌②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:ま 「定款 (又は会貝D第〇条に正会員の表決権 (又は議決

権)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

口の各欄

目

ハの各欄

項

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、日④りから「◎」についてlよ 上記イに記載する各
期間 (日④」から「◎」)を示したもので・九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「l望」

二」ΩLL型駐創こは監査証明書を添

付し二≦ださし上

② Π帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

し菫曇騒全に:ュニ」霊旦壷±量量2口帳籠離且

じて行つている」の 「:士い | に 「01

該当する一方を「○」で囲みます。
なお、「④」から口◎」について|よ 上記イに記哉する各

~の
各欄

「◎」)を示したもの`で九期間 ( か ら



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

日本雲南聯誼協会
④ ⑮ ◎ ① ◎ 申  請  時

役  員  数 12人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
2人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

4人 人 人 人

人 人

人 人

人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

就任 退任

日
◎◎ ①③ ⑮

続柄等職名住  所氏  名

理事長 ○

○

H13年 1月 6日

就任

皿3年 4月 6日

就任

皿3年 7月 8日

就任

H13年 1月 6日

就任

110年 1月 6日 就任

脇年6月 12退任

口
″
″
世

＝

“

年
Ｔ
畿
昴

○

○

〇
　
一　
〇

副理事長

理事

理事

理事

理事

初鹿野 恵蘭

北原 茂実

初鹿野 薫

唐澤 英安

遠藤 功

桂 正徳

皿3年 7

静
碗

ロ
カ

‘
―■

○

○

理事

理事

○

l13年 7月 8日

就任

皿5年 6月 13日

就任

�年6月 27日

就任

脚年6月 27日

就任

○

○

理事

理事

理事

中村 有里子

大鷲 修平

野村 孝志

森 正一郎

林 則幸

皿4年 4月 1日

就任○監事村松 健児

監事
Ⅲ5年 6月 211就任

認年6月 12選任

R元年6月 1日

就任

○

○

以下余白

監事

佃 純誠

佐伯 義博



法 人 名 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

会計ソフト(会計王ⅢD法人

総勘定元帳 スタイノ→使用 都度 7年

ルーズリーフ

会計ソフト(会計王 NЮ 法人

仕訳日調帳 スタイ

“

使用 都度 7年

ルーズリーフ

表計算ソフト(エクセル〉使用
7年

雲南支部小日現金出納帳 都度

ルーズリーフ

単票
7年

入金伝票・出金伝票 都度

社労士作成
7午

支給控除勤怠項目一覧表 月 1回

ルーズリーフ

表計算ソフト(エクセノの使用

切手台帳 都度 7年

ルーズリーフ

以下余白

書式第 9号・ (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況

GAtri=F. r{afrx|tffiel ila fizlf rfrsHfiilj. r*ffiEnilJ. r#nill /*8o&)l:f,BEL:rf'
. |EofrE#ff/)M&l il*. r3fl(ilE{r.n . l il-/l'_7!. r*Til'fl fJ&.o&51:tBEL:ff.
. rffiiloHffi fl*. fEEl. r{Hitt o&il:lenLff'
. *EoBffiW)gfolfifi1=5f:e(1t",*f, 55'Ft 1 trl:trc<|f, ffirilffirsFilflIm

75rrjr \t al*. *fft*ilet 6; eit<**f.

第3表付表2



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

チェック相特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会法人名

/4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又鰤政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えなし

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

こヽと、役員等又は役員等が支配する法人

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若

70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

あること

~係
る事業費の額の占める割合が80%以上で

ロ

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申宙酬寺
項

日

【

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教fヒ育成する活動
有・⑮ 有 。無 有 。無 有 ・ 無

:有 。無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有・⑩ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

特定の公珊ャメ奥補諄多晋しくは公職に

ある者i又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有・⑬ 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申
.調
時

項 目

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別岬 溢の供与の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における′嗣額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲湊罰こ関して補男lJαパ1益の供与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の連宮

に関して特男l」の利益の供与の有無

有。① 有 。無 有 。無 有・無 有 。無 有。無

有 。無

有 。無

有。① 有 。無 有・無 有 。無 有 。無

有。① 有・無 有・無 有・無 有 。無

営利を目的とした事業を行 ,者及びイの活動を行う者又|ま特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有 ① 有 無 有 。無 有。無 有 。無 有 。無



書式第13号 (法第44条051条・58条関係)

ェック 5

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

チェッタ欄

項等を記載した書類

日を記載した書類

ノ

′ヽ

ロ
　
ハ
　
ニ

ホ

た場合には、次に掲げる書類に 正当てヽ閲覧の請求があって,し5

特定非営利活動法人日本雲南聯誼協会法人名

同  意

しない

次に掲げる:書類について閲覧の請求があった場合には、

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 悧レ弱倒D等がある場合に:よ

正当な理由がある場合を除きこれをそ

その細則 OA例則D等を添付してくださし、

① 事業報告書等停業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名無

氏名及び住所又は居所を記した:劃励

② 役員名簿

社員のうち10人以 卜の者の

③ 定款等 碇款、認証書の写し、鰤 明書の写D

イ

欠格事由に該当しない旨を説明する書類
各認定基準等に適合する旨を説明する書類、

ロ

ハ る予定の具体的な事業の内容を記載した書類寄附金を充当す

次の事項を記載した書嬌

① 収益の厠賜|″

"榊
、借入金つ聴厳0他の資錫こ関する事項

② 資産α轟凛事こ係る事業の料鉱 条件その値その内容に関す瀬

o測 ミ颯 デる取引l謀る鵬 1先 弱 1鶴賭
`囃

|:その醸熙こけ る頼

・ 収益の生する取引及び費用の生する醐 のぞM″凛´いて、取ワl全顧の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、■員若しく1渕目情又はこれらの者のロロ者若しくは三規静以内′力囲矢又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取弓|

④ 讚靡籠貯曖員、役員a配偶者若しくは三競等以内の親族又は役員と4じ瘤淑孫のある者で、当憲法人に対する

寄喘0●臓口

"椰

円‖
`沿

耐
"が "万

円以上であるものに限礼)の略 並

“

こその書附全α鹿饉
`瑕

額昨月

日

⑤ 綸与を得た職員の綸欧及|び当口用員に対す′鶴含与a閣椰朝けち事項

⑥ :支出した■‖金の暉餃0こその相手洗扱U技出洋‐月日

⑦ 海
"ヽ

o出Do瀬曰ψ廂出しを行つた場舗こおけるその金臓風●に謝贅,こその実腋日

ホ

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第 14号 (法第 44条 051条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック相

特定非性軒:雁置醍進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 0無 有 任 有 ・ 無 有 ・ 無

チリ州側

ノ

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

③ 認定基準等チエック表 (第7わ :よ 法第5条第1項に基づく書類

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有・ ⑬ 有 ・ 無 有 盤 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

(役田 1日U翻:闘喫出|1願)の叡出時に配職及

又は得ようとした事実その他公益に反する
法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかαオ:溢:を得、

事実の有無

び添付する必要があります。

申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し8

ていること

チリ列旧

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号 (法第 44条・51条 058条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 日本雲南聯誼協会 チック欄

2
ｎ

′ 日から しない法人 は い ・ ヽ

5 から3年を経過 は い ・ ヽ

6 次のし

イ 暴力団 lまい・ ヽ

ロ 〕まい・ ヽ

役員のうち、次のいずれ力斗こ該当する者の有無

認定特定娼翔附寵難〃u雛碇を取り消された場合又は仮認定騎碇りF営和脂]孵ミメφ:販認定を取

り消された場合において、その取消しの用 となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有・⑩

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・⑩

特定ガ節磁璽節望法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為警喫輩蹴彙つ罪を犯したことにより、又は国税若しく1測也方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・⑬

暴力団の構成員等の有無

し`|れ ・`3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過
|まい・ ′ヽ えヽ

しなυ

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、二塁」≦墨二重夏担理塁憂署糧窒 2主二重壺望菫り2■型里団里塑厨

添付

書類 (注 1)その他の事務所がある場合lよ その他0朝籾ヲi在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)


